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第 6 回 医療情報の利活用をめぐる憲法・情報法から見た

課題  

(東京大学大学院法学政治学研究科 教授 宍戸 常寿) 

 

1. 個人情報保護法 

 

 基本的に個人情報保護法のところは簡単に済ませたいと思います。まず、個人情報

とプライバシーの関係はよく分からないところです。プライバシーは、古典的には、

私生活の平穏であります。基本的に家の中や自らの身体に関わる事柄が他人から邪魔

されないという意味です。 

 それから、プライバシーを実際に保護する上で重要な法的な仕組みは、19 世紀末に

プライバシーの概念が確立する前から、法の世界にはありました。それは、コンフィ

デンシャリティを保護するというものです。プライバシーは、情報、身体、あるいは

家の主体、その 1 人に着目して、スタンドアローンで考えるわけですが、ここでいう

コンフィデンシャリティや職業上の秘密は医者が典型ですが、マスコミやジャーナリ

ストと取材源の関係性に応じて、その職業上必要な秘密です。情報あるいはプライバ

シーの中でも、非常に秘密性が高いもの、社会公共の観点から見て秘密にしておくこ

とに価値があるものを、その関係性に着目して保護するというコンフィデンシャリテ
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ィの議論の延長線上に、医療分野におけるプライバシーやインフォームドコンセント

等を巡る議論が位置付けられます。これは伝統的なプライバシーとは違うものです。 

 三つ目が、大変評判の悪い自己情報コントロールです。この自己情報コントロール

は、1960 年代くらいになって、世界各国で情報技術、情報処理技術が高まってくる中

で、データバンク社会が到来します。企業や政府が持っているデータがデータベース

になっていて、突合されることによって、その人にとって大きな不利益がもたらされ

ることがあり得るため、プライバシー性が高くない、あるいはコンフィデンシャルな

関係にない場合であっても、その情報について、情報の本人がそれをコントロールす

るという理念であります。 

 自己情報コントロール権は、様々なものと両立し得る一つの理念であり、そしてそ

れが実現されるべき場面において具体的に制度化を図り、その場面としてどういう場

面が適切かという問題でしかないわけです。 

 それからデータバンク社会については、データが勝手に突合されるのも怖いわけで

すが、そのデータベースが漏えいされる、特にデジタル社会では簡単に大量に漏えい

されるということが起こり得るわけです。ですので、そもそもデータベースに入って

いるデータが悪用されたり、漏えいされたり、毀損されたり、あるいは中身を改ざん

されたりしないようにすることが大事になります。これが、個人情報や個人データの

保護という場合に、一番念頭に置かれる安全管理です。 

 最後に、適正なデータ保護を求める権利という部分です。最近、音無先生などのご

論文などで書かれているものですが、実はそんなに新しい話ではなくて、プライバシ

ーというよりは適正なデータ保護を求める権利という考え方は、昔から、例えば EU

の基本権憲章では 7 条で私生活の保護をうたい、8 条ではデータ保護の権利を書いてい

るということで、それぞれ一応、別物なのです。 
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 それを、日本ではまとめてプライバシーと呼んできたところがあります。その中で

どの要素を重視するかという話でしたが、音無さんなどの議論の新しさは、プライバ

シー自体を適正なデータ保護を求める権利、いわゆるアンブレラ概念として位置付け

て、その中にこれらの要素を位置付けることになります。 

 このように、プライバシーをめぐっては、色々な概念が錯綜していることです。 

 

 そこで、このプライバシーの保護に非常に関わる法律として、現在、データの保護

や利活用において存在感があるのが、個人情報保護法です。ここにお示ししているよ

うに順番に改定されてきていますが、基本的には、大きく三つに分かれます。 
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 最初は、地方公共団体の個人情報保護条例があったわけですが、基本的には住基ネ

ットを稼働させる時に必要なものとして作った 2003 年の個人情報保護法です。これは

基本的にはセクター別の規律であり、規制権限も分散していました。これに対して、

2015 年の個人情報保護法改正は、民間分野の規制を一元化し、個人情報保護委員会を

作りました。それから要配慮個人情報については、重めの規律を課す一方、データ利

活用の観点から匿名加工情報制度を設けました。これに匹敵する大きな仕組みの変更、

OS のアップデートに相当しますのが 2021 年の個人情報保護法改正でありまして、こ

れはコロナの経験を踏まえまして、公的部門と民間部門の個人情報保護法制を一元化

する、それから国と地方のルールを共通化するというものであります。 

 2020 年の個人情報保護法の改正は、個人情報保護委員会ができてから個人情報保護

法を運用した結果として、保護と利活用のバランスのファインチューニングを行うと

いう観点から、これも大きな改正ではありますが、OS そのものを入れ替えるというよ

りは、アプリが変わったといったと理解すればいいと思います。 

 これで、個人に関する情報の規律の区画整理が完了したことにはなるわけです。し

かし、実際の走りやすさは別でありまして、匿名加工情報制度や仮名加工情報制度が、
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本当に使い勝手がいいのかという検討と、医療や産業分野、ICT 分野、教育分野など、

ドメイン別の検討が結局必要であることには、変わりがありません。 

 

 それから、2015 年改正、2020 年改正、2021 年改正いずれの局面においても、デー

タの利活用といった場合に、医療分野でデータ活用を促進するために、一般法である

個人情報保護法を改正するという議論もなされてきました。 
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 例えば 2021 年の改正が国と地方、あるいは公的部門と民間部門において、ルールを

そろえることによって医療情報の取扱いを走りやすくすることが、立法事実として挙

げられてきたところです。 

 しかし、個人情報保護法という外から見て、医療側、あるいは医学研究のためにこ

ういう法改正をしたらいいのではないかという思いと、現場の思いは違っているなと

感じます。 
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 個人情報保護委員会は、個人情報保護法をヨーロッパあるいは国内向けにも説明す

る際に、この図をよく使います。個人情報保護法の上には憲法の人格尊重の理念、そ

れから通信の秘密や住居の不可侵といったコンフィデンシャリティなど、古典的な私

生活の平穏があって、それらを受けて個人情報保護法があります。 

 右側に書いてある箱は、最高裁が個人情報保護法に近いところでは、プライバシー

と言わず、憲法上、個人に関する情報をみだりに開示・公表されない自由を憲法上の

権利の保障と言います。これを裏返してみますと、適切なデータの保護を求める権利

に近いものです。 

 ポイントは、みだりに使っては駄目よ、開示公表しては駄目よ、というのが国の義

務ですので、逆に言うと、みだりでなければいい、正当な行政目的の範囲内であれば

いい、ということになるわけです。他方で、非常に多くのデータを集めてデータベー

スを作って、そして現実の行政に運用する場合に、特に番号法についてはそうですが、

マイナンバーでデータマッチングができてしまう危険があります。人権侵害を起こさ

ないためには、この情報システム、情報連携システムが乱用されたり、データが簡単

に漏えいしたりといったことがないよう、ハード、ソフト両面から、技術的な問題と

法的な規律の全体でコントロールがかかっているか、ガバナンスがうまくいっている

かという観点から、この法律は違憲か合憲かという判断をしているところです。 
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 プライバシーといったときに多く想定される、個人が、自分が使われたくないから、

自己情報コントロールという主観的な話よりは、客観的に公益と保護の必要性をバラ

ンスさせて考える。それから、その際の決め手はガバナンスに置かれるが、現在の判

例の基本的な流れであり、ある意味で常識的な議論になっています。 

 

 しかし、個人情報保護委員会も建前としては、そういう考え方を政策においていま

す。「個人情報等の適正な取り扱いに関係する政策の基本原則」が 2 年前、個人情報保

護委員会から出ています。これは行政機関が自分で個人情報を使う場合や民間の主体

が個人情報を取り扱う場合に関連する法律や仕組み、規制をする際に個人情報保護委

員会が相談されるため、法律や基本方針、ガイドラインとの関係など、こういうとこ

ろに気を付けてから委員会に来てくださいという感じの文章です。データガバナンス

の重要性や、その施策をやる上で個人情報を取り扱うのであれば、それは利用目的等

と関連しているか、利用の適正が確保されているか、本人関与の実効性が担保されて

いるか、透明性と信頼性が担保されているか、などの規制策を作るための文章です。 

 しかし、具体的に何をどこまでやらなければいけないのかが、この文章に書いてあ

るわけではなくて、こういう点について考えをまとめてきてくださいねという、着眼

点のリストのような文章です。 
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 個人情報保護法制は分かりにくい法律であります。理由として、一つ目は、情報の

内容や質にこだわらないで、国や行政機関、民間企業などの情報を持っている人が、

どういう形態でその情報を持っているか。それが散在情報であるのか、民間部門の場

合であれば個人データベースに入って普段使っている個人データであるのか。それか

ら、委託しているわけではなくて、自分でそのデータを使っていると法的にみなせる

個人データであるかなど、データを取り扱う主体の目線で、基本的枠組みが作られて

います。 

 それからもう一つは利用目的の質に基本的にはこだわらない法制です。個人情報を

取り扱う主体は、利用目的をあらかじめ特定してください、その特定した利用目的の

範囲内で使ってください、逆に言えば利用目的さえ特定しておけば、その範囲内で使

うことはいくらでもできます、というルールの体系であります。 

 特に、医療分野の方々にとって、この法律が桎梏になった理由は明確で、基本的に

は 1 事業者が 1 サービスを通じて、1 消費者と向き合うという場面をプロトタイプにし

て考えています。ですから、八百屋さんがお客さんにトマトを売る場面を、一番基本

的な場面として考えるわけですね。そういった場合に、いまの場合だと個人情報を取
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り扱いませんが、金融契約などの場合には当然、明確な文書で個人情報の利用目的等

を特定してください、という話になります。 

 しかし、例えばデジタルプラットフォーム企業のことを考えますと、ある事業者と

消費者の関係で、いくつものサービスが増えてくるということがあります。そうする

と利用者、消費者にとっては、自分はどの文脈でこの企業と付き合っているのか、と

いうことが非常に分からなくなってきます。特にデジタル企業は M&A を繰り返しま

すので、分からなくなります。 

 そういった問題に、法が基本的に手当てするということを重ねてきたわけですが、

医療の分野がそうであるように、患者に医療サービスを提供しようと思うと、複数の

医療機関、あるいは研究機関の間で、その情報を動かさないと分からないという場合

にも、個人情報保護法の基本的な仕組みは、1 事業者、1 サービスで 1 人ずつ区切って

いくことになります。それを越えるときには同意が必要だといった規制があるのは、

医療・医学研究からは、なぜそんなことになっているの、と感じられることになりま

す。 

 それから五つ目のポツですが、日本の個人情報保護法の守備範囲は狭く、個人情報

の定義がとても狭く定義されています。普通に考えれば、EU 並みに個人情報や個人デ

ータの範囲や定義を広げておいた上で、規制の後ろのほうで、何をしていいか、どう

いう場合には何をしてはいけないかで抜けばいいのです。このような EU 法の規制に

持っていこうとしても、日本では特に経済界の方が、個人情報の定義を広げること自

体まかりならんと言って、過去何度も法改正の時に大戦争になって潰れています。逆

に言うと、なればこそ、規制がよく分からなくなってくるという部分があります。 

 それからもう一つは、基本的には入口規制が中心であり、つまり、個人情報を取る

ときにはこうしなさい、こういうことはしてはいけませんという規制が多いです。一

方で、個人情報をちゃんと正当な目的の範囲内で使っていいですが、消費者あるいは
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政府にうそをついていたら、市場から退場してもらうくらいの重いサンクションを負

ってもらいますからね、といった出口規制、すなわち課徴金などの仕組みは、十分導

入されていないところです。 

 基本的に、ある情報をなんのために保護するのか、その保護が十分か、利活用の利

益との比較衡量やそのための相当性を確保することが、個人情報保護法単体では十分

でありません。それぞれの分野の業法的な規定、あるいはその業界での考え方にお任

せしてきているのが、基本的な個人情報保護法制の建付です。 

 ですので、医療分野、医学分野において、ガイドラインで法律が考えるよりも上乗

せしてきてしまうといっても、逆に法律の側や個人情報保護委員会からは止めようが

ないです。それぞれの実質的な中身の問題は、それぞれの分野にお任せしているから

です。そして、その分野では、個人情報保護法でこうなっているからと言われるころ

で、物事がゆがんでしまってきていると思います。 

 それから最後、これは生成 AI に関連する話ですが、新たな知の生成とその便益・リ

スクへの対応は、この法律の枠外としてあります。例えば、新しいデータを分析して、

要配慮個人情報がプロファイリングによって新たなデータ項目として生成されるとい

った場合には、それを新たな個人情報の取得と捉えて取得規制にかけるべきです。し

かし、それは法律上の解釈としては、無理だというのが多くの人の見解でありまして、

そういう考えはとられてきませんでした。 

2. 医療情報利活用の検討 

 今お話しした個人情報保護法制が整備される、拡張されてくる中で、医療情報の利

活用について、いくつかの方向性が政府の中で追求されています。 
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 法律論よりも重要なのは、データの標準化や規格化です。 

 方向性のうちの一つは、自己情報コントロール権説的と言っていいのかもしれませ

んが、本人が自分のデータを使っていいよと言ってもらう可能性を拡大することによ

って、医療情報の利活用を進めるというものです。本人に直接メリットが返ってくる

場面においては、有効な手法です。このための仕組みとして PHR や情報銀行制度など

が議論されてきたということになります。 

 しかし、本人同意を取るというのは、本人が同意してくれないと情報が集まらない

ということになり、本人に直接の便益が返ってこないときに、公共的なデータの利用

を目指すことができません。データセットがゆがんでしまうといった問題を考えたと

きには、本人の同意、本人関与をいわばバイパスするかたちで、なんとかやれないか

という話になってきます。それを可能にしようと思ったのが、個人情報保護法上の匿

名加工情報制度を、医療分野の特性に応じて使いやすくすることです。オプトアウト

で医療機関から電子カルテ情報を吸い上げて匿名加工情報にできるようにするという、

次世代医療基盤法の最初のかたちです。 



 224 

 改正次世代医療基盤法は 2.0 のような感じになります。これは、仮名加工医療情報

制度を創設して、データを提供する医療機関や、データの提供を受けて匿名加工、仮

名加工する認定機関だけではなく、その仮名加工された情報をもらう利用者側、製薬

企業や研究機関など、上流から下流まで全体に薄く広く、認定により一定の規律をか

けることにより医療情報の活用を目指すのが、次世代医療基盤法の新しい改正法です。 

 さらに、この規律の下で、医療分野での仮名加工情報制度の活用を目指すという議

論が、厚労省で 2022 年くらいまで行われました。2023 年から 2024 年にかけまして

は、規制改革推進会議からのインプットもありまして、医療等情報の二次利用に関す

るワーキンググループで、公益目的での医療情報の活用を、一定のガバナンスを要求

した上で進めるといった方向が打ち出されてきました。 

 

 健康・医療分野について、情報銀行の仕組みを使えるようにしたいと、関係者は考

えていましたが、強いご反対が出てきて、うまくいきませんでした。検診情報や一歩

進んだ情報くらいまでは使えるようにしましたというのが、政府が作っている基本的
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な考え方の整理と、民間での活用です。他方で、情報銀行の制度自体がビジネスとし

て、いまのところうまくいっていません。しかし、EU のデータガバナンス法には、こ

れに近い仕組みが取られることになって、情報銀行というビジネスのかたちかどうか

はともかく、もう 1 回なんらかのかたちで、ここでの整理が将来的に出てくることが

あると思います。 

 

 ここでは、公益目的で、本人に便益が返ってくる場合であれば、医者の助言を受け

たかたちで、健康・医療分野の要配慮個人情報を情報銀行に使わせてもいいといった

整備をしているところです。 
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 次世代医療基盤法では匿名加工医療情報だけでなく、希少な病名を排除しない、検

査値を丸める必要がないなど、仮名加工医療情報も使えるようになりました。また、

2020 年の情報をもらい、その後、2021 年の、2022 年の、2023 年の、といったように、

継続的に情報をもらうといった、同じ ID でひも付けられた形のまま、氏名には到達し

ないかたちで情報がもらえることが可能になりました。 

 

 それで、厚労省でなされていた仮名加工情報を、次世代医療基盤法よりうまく拾え

るような方法はないかということで、議論をしました。二次利用に係る必要な本人関

与が得られていることを前提に、当初、通知・公表した利用目的とは異なる目的で仮

名加工化された個人情報を利用することができるようにしたらどうだ、ということで

す。あるいは、当初示していた第三者提供先と異なる者に、仮名化された医療情報を

提供することもできるようにしたらどうかということです。 

 議論の前提として、個人情報保護法上の仮名加工情報は、基本的にはすでにある情

報です。名前も入っていることの多い、別の目的で取得した個人情報です。本来の一

次的な目的では利用済みであり、本来のデータ倫理の問題としては、もう必要がなく
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なったのですから廃棄する、消去することが求められるような個人情報であっても、

例えば AI の学習セットとして使い、安全管理上の必要から仮名化した上で持っていて

もいいということです。それから保有個人データの開示請求に対応しなくていいです

よというかたちで、すでに本来の目的とは違う目的でデータを持ち続けられるように

する、あるいは限定された形で使えるようにするというのが、個人情報保護法の一般

的な制度としての仮名加工情報制度の目的であります。 

 医学・医療分野での話ではなくて、最初から仮名化されたかたちで取得して共有す

ることが、元々の話です。ですから、元々の個人情報保護法上の仮名加工情報に対し

て、こういう便利なものがあるではないか、もっと使えるべきではないかと医療分野

で思われても、すれ違いになってしまうところがあります。医療情報については、個

人情報保護法上はない仕組みであっても、他の目的での利活用、他者の第三者提供に

ついて、一定の審査による妥当性が認められる場合には、可能にするという新たなル

ールを作ったらいいという議論を、個人情報保護法より踏み込んでしている点に、注

意する必要があります。 

 



 229 

 そのためには、本人にリスクはないのかや、公益性などを審査する審査体の在り方

が重要です。個人情報保護法 2000 個問題と地方公共団体の条例が言われたように、倫

理審査何千個問題といったことにならないように、審査体あるいは審査基準を統一す

るとことを考えたらいいという話をしていたところです。 

 

 しかし、この種の議論ではまだ手ぬるいというか、もっと二次利用を進めるように

ならないのかということが、規制改革推進会議のほうで問題になりまして、昨年 6 月

の答申では、一般的な運用見直しや医療等データに関する特別法の制定などを含めた

法制度の運用見直しの中で、強いご提言が出てきました。 

 まず、一次利用については、患者の明示した同意なく提供することができるように

するといいのではないか、ということです。二次利用についても、EHDS などを参考

にしながら、出口規制で差別などにつながるような利用を禁止すること、公益性の審

査、そして事後的な利用停止請求権を認めることを前提に、二次利用目的での医療分
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野のデータ活用を進めるのはどうだということを、規制改革推進会議として整理して

厚労省に投げかけたところであります。 

 

 厚労省に投げかけられた結果、公的データベースで仮名化情報を利用提供する際の

法制運営の整備ということで、考え方の整理として、本人関与の機会の確保や、保護

措置で Visiting 環境を基本にするなどといったことを挙げています。結局、最終的に

はガバナンスが大事だよねということが、最後に入っています。 
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 それから情報連携基盤の在り方、電子カルテ情報の利活用等々についても整理があ

りました。 



 232 

 

 GDPR は、要するに EHDS がアクセルで走るときのブレーキの役割を果たします。

個人情報保護法にアクセル的な機能を記載し過ぎるとよくないと思います。 
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 これは、EHDS における二次利用についてです。 

 

 むしろ真面目に考えることとしては、医療 DX に関するグランドデザインがあって、

その手段として EHDS があるのであって、データ基盤を作ること自体が目的になって

いるわけではないという点が、重要です。また、本人にとっての意義や社会にとって
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の意義を正面から説明し、データ共通基盤の重要性を挙げているということも EHDS

から学ぶべきことです。 

 

 しかし、EHDS の中身も修正がされてきていますが、構想したとおりに装可能なの

でしょうか。各国に任せる部分もありますので、日本で医療等 ID の議論が進めば、む

しろ楽にできる部分があります。そして、データ基盤に情報が集まり、そこが太い大

河となって下流に注いでいく、色々な人が利用していくといったとき、その下流での

規律が実効的に機能するのかは、この種の場合気を付けなければいけないと思います。 

 医療 LLM・LMM についての研究や実装の議論をするといった場合にも、下流の問

題をどこまで真面目に考えなければいけないかという問題があります。例えば、国が

LLM の開発者を規制して、上流のところで負荷をかけるというやり方もあれば、下流

のほうで LLM を利用する、あるいは LLM からさらに特定分野の AI を開発する開発

者や、その一番下にいるエンドユーザーに規律を国が法律でかけてくれると、LLM の

開発は自由にできる部分があります。その辺は、全体として相関があるだろうと思い

ます。 
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3. 個情法・AI 関連の最近の動き 

 

 個人情報保護法は、特に民間の方の規制については、運用されてから 3 年後をめど

に、個人情報保護委員会の方で見直しを行って、必要な場合には法改正を提案するこ

とになっています。本来、この 6 月、7 月に法改正の方向性を、個人情報保護委員会が

いわばほぼ確定した大方針として示すべきところであったのですが、それはサスペン

ド（suspend）になりまして、少なくとも今年の年末まで先送りとなりました。現在の

ところ出ているのは、3 年ごと見直し規定に基づく検討についての中間整理です。パ

ブリック・コメントが、先ごろ終わりまして、現在個人情報保護委員会が集約をして

いるところです。 

 最大の要因は、個人情報の公益的な利活用や、LLM、LMM の開発のためにあるべ

きデータ戦略、データ政策、データ基盤の政策などのために止まっているのではなく

て、個人情報保護委員会の進め方に問題があると考える方が多いということです。 
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 中間整理における検討項目として書かれている生体データの取扱いは、顔識別や指

紋認証、虹彩認証などが基本的に念頭に置かれている議論であります。全体として見

ますと、元々個人情報保護法は色々なかたちで規制が強化されてきた部分があるわけ

ですが、その強化の念頭には、民間における大量のデータを集めて、しかも LLM など

を開発している、海外に拠点のあるデジタルプラットフォーマーをどうしようと思っ

てきた部分があります。 

 それを念頭に置いたときに、法執行をきっちりやる手段としては、どこの国でもあ

る課徴金制度を導入するのが普通です。しかし、データ利活用ですら進んでいないに

もかかわらず、さらに課徴金制度なんて使われたらデータ利活用はこれまで以上に萎

縮するから、国益に反するから反対であるという話をされているところです。それも

含めて、議論がスタックしてしまった結果として、委員会独力でやるのではなく、有

識者会議を作り、そこにわれわれ学者だけではなくて経済界の代表者、消費者代表者

も入れて、半年間丁寧に議論して着地点を見出してみましょうということで議論が始

まったところです。 
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 本人同意を要しないデータ利活用等の在り方について、生成 AI の学習に使うという

だけであれば、本人同意なくデータを提供できるという考え方が挙げられています。

また、医療機関等における研究活動等の利活用のニーズについても、公益性の程度や

本人の権利利益保護とのバランスを踏まえて、例外規定に係る規律の在り方について

検討する必要があるというかたちで、厚労省の議論の中にも入ってきていることにな

ります。 

 しかし、これが真面目な法律の条文の改正までいくのか、またガイドラインを緩め

るといった話が分からない状況になり、逆に生成 AI の学習は常に公益的だといえるの

か、という問題もあります。生成 AI を使った悪いことはいくらでもできて、その議論

のやり方は浅いのではないかという批判が出てきているところです。 

 

 そういうかたちで AI の議論が出てきているわけでありまして、結局 EU の AI Act を

見据えながら、どこの国でも、日本でもいま、議論しています。 
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 もう 1 個、日本で AI 法ほど知られていませんが、EU ではまた別途、データガバナ

ンス法があります。第二章公的機関が保有するデータの二次利用や、第三章データ共

有サービス、それから第四章データ利他主義は、日本における情報銀行のような仕組

みですが、データ流通を数進めるためのガバナンスの在り方について、別途 EU では

法制が整備されています。 

 EU の場合は、GDPR のようなブレーキを用意するが、逆に言えばこういう仕組み

を使って、どんどん進んでいくアクセルも用意するわけでありまして、この EU デー

タガバナンス法と一体的に、大きな一つのストラテジーの中で構想されているもので

あります。 

 AI を巡る議論ということで、政府のこの間の議論です。個人情報保護や知的財産権

の話が大きいということになり、モデル開発支援や基礎研究の推進が議論されていま

すが、医療、医学を踏まえた議論は、あまりないです。 
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 偽・誤情報対策は、AI を使って偽・誤情報対策もできる上、逆に生成 AI によって

偽・誤情報もいろいろ広まっていく問題もあります。 

 

 これまで政府は、G7 サミットと並行するかたちで民間での経済的な AI の普及促進

を意識して、EU 各国やアメリカなど、色々な国の議論を見ながら、AI の開発あるい

は利活用に関するガイドラインを総務省、経産省が作っていたところがあり、それを

一本化して AI 事業者ガイドラインをまとめました。AI 開発者、AI 提供者、AI 利用者、

それぞれについて書いてあるものです。これもかなり汎用的ですし、ビジネスの場面

を念頭に置いた一般的な記述で、逆に言うとその程度の参考にしかならないです。 



 240 

 

 8 月に政府では、自民党の提言なども踏まえまして、AI に関する法律を作ろうとい

うことで検討が始まり、専門的な部会も立ち上がって議論が始まりました。今日この

場で先生方からアドバイスがあれば、それをもり込んで私も話してこようかなと思っ

ていますが、基本的には法律のルール自体はできるだけ弱いものを作りたいようです。 
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 基本的なイメージとしては、開発者、提供者、利用者に分けて、その AI のシステム、

あるいは AI の利用がもたらすリスクに応じて規制の度合いを変える、要するに EU 型

の規制の枠組みを考えています。 
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 こちらは、東京大学の公共政策大学院のワーキングペーパーです。 

 一番上の第一レイヤーは、プロダクト思想、開発チーム、データ、AI アルゴリズム

や、アウトプット、利用者によるコントロール、マネジメント体制に合わせて、具体

的に利用目的やベネフィット・インパクトや利用方法や開発責任者・管理責任者など、

AI に関する透明性ポリシーとして、現実に色々な企業がやっているものを全部抽出し

てきて、項目を書き出したワーキングペーパーです。 

4. 学問の自由に関連して 
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 アウトプット自体は、大学ないし大学所属の研究者とそれ以外の差は、ますますな

くなっていくだろうと思います。その意味では、知の形成に関する民主化が、AI によ

ってますます進むことになると思います。 

 こうした中、自分の研究は、自分がさら地で思いついたのではなくて、一定の手順

でもって過去の先人の生み出した、同じように学術的な知に立脚しているということ

に対する尊敬と、また後進への指導を図ることを含めた、研究に関する規範を共有す

る学問共同体における開かれたコミュニケーション活動として学問を捉えるというの

が、いまの日本の学問の自由を考える際の出発点になっています。AI が使われる、AI

の研究をする、あるいは研究に AI を使う場合に、どういうふうに学問共同体として扱

うことにするのか、どういう自主規制ないし、何がいいと評価するのかも含めた研究

規範の確立が、求められていると思います。 

 それから 3 番目は、あらゆる分野における研究資源として、データが非常に必要に

なってくると思います。この観点から見ますと、2021 年の個人情報保護法改正は、学

術機関の学術活動のための個人情報の利用において、いままでは個人情報取扱事業者

の義務を適用除外としていたところ、その方が学術活動によくないということです。

基本的に民間と同じような義務、とりわけ安全管理措置について、研究機関も負って

いただくが、研究成果の公表等における個人情報、個人データの活用については、特

例を設けるというファインチューニングをした一つには、こういった考え方と整合的

と言えるのだろうと思います。 

 先ほど EU のデータガバナンス法の話をしましたが、今の学問の自由の観点から見

ると、今後データがますます求められると考えます。しかし、これが成り立つ前提は、

大学等の研究機関が AI のためにデータをもらう、あるいは AI を使ってデータを生む

ことについての、研究規範を現実に実効あらしめるガバナンスを確立することが必要

であります。そのガバナンスが、大学などの研究機関単位なのか、あるいは大学のデ

パートメントや研究室単位なのか、しかし本当に守られているのかよく分からない、
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という話になります。また、このプロジェクトがそうかもしれませんが、共同研究な

どの大がかりなプロジェクトの場合に、このガバナンスをどう確立させるのかといっ

た問題です。 

 最後、必要なステークホルダーと対話していくことが大事です。まさにこの場が

ELSI だというのはそういうことだと思います。そういったことまで込みで、学問の自

由は単に国家からの自由というだけではなくて、後ろにあるべき措置の明示化も含め

て考えるということになり、くり返しになりますが、そういった議論をするための一

つのユースケースにこの場がなるのだろうと思います。 

 

児玉先生の講義 

 「情報プライバシー権」

 プライバシーの権利は、個人が道徳的自律の存在と
して、自ら善であると判断する目的を追求して、他者と
コミュニケートし、自己の存在にかかわる情報を開示
する範囲を選択できる権利として理解すべきものと思
われる。

 「人格的自律のプライバシー権」

個人的事柄を自ら決定することができる権利

 「静穏のプライバシー権」

ひとりでいさせてもらいたいという権利
2

 

これは、昭和 59 年の佐藤幸治先生のプライバシー権で、古い憲法です。ここには、三

権分立ということについての説明が 2 行くらいしかありませんでした。三権分立とい
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うのは、多数者支配と法の支配というのを二元的に対立させるという、斬新な構成の

もので、その両者が切り結ぶ場所に憲法訴訟があるといった、斬新な本でした。 

 その段階では、プライバシー権として佐藤先生は三つ挙げておられます。まず、「情

報プライバシー権」です。「プライバシーの権利は、個人が道徳的自律の存在として、

自ら善であると判断する目的を追求して、他者とコミュニケートし」、ここが大事なで

すが、「自己の存在にかかわる情報を開示する範囲を選択できる権利として理解すべき

ものと思われる」と書かれています。自分に関する情報をどういう範囲で、誰に、い

つ、開示するかということです。それには「道徳的自律」や「自ら善」、「他者とのコ

ミュニケーション」など、実は色々付いているため、情報プライバシー権だけで、な

かなかスパッとどういうことなのか、分かりにくいです。 

 それから「人格的自律のプライバシー権」は、「個人的事柄を自ら決定することがで

きる権利」ということで、医療分野でいうと、自己決定権です。あるいは、だんだん

このように情報が広がってくると、個人情報に関する自己決定権というところにも広

がっていく話であります。もう一つは、「静穏のプライバシー権」は、静かにさせてお

いてもらう、侵入されない権利です。 
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 他人の侵害から保護される私生活や私事。社会生活
の複雑化にともない、他人から隔離されて、一人で放
任されることが重要な生活上の利益と考えられ、それ
が人格権の一つとして法的保護をうけるようになると、
それはプライバシーの権利と呼ばれる。

 社会的評価にかかわりなく、私事への侵害によって生
ずる精神的苦痛を救済すること、及び真実であっても
秘密にしておきたいものを保護することにおいて、プラ
イバシーの侵害は名誉棄損と区別される。

3

 

法律学辞典の方は、私生活や私事を中心としたプライバシーで、つまり私であれ誰で

あれ、様々な人目につく活動から自宅の中の自室に至るまで、色々な次元のイメージ

を持っている中で、「社会的評価にかかわりなく、私事への侵害によって生ずる精神的

苦痛を救済すること、及び真実であっても秘密にしておきたいものを保護することに

おいて、プライバシーの侵害は名誉毀損と区別される」とあります。 

 名誉毀損というのは、社会的評価が低下するようなことを言います。そして、真実

性の証明という話がありますが、プライバシーに関しては真実であろうと真実でなか

ろうと、社会的評価を上げようと下げようと関係なく、プライバシーというのは広い

権利です。 
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 新しい権利であるだけにその具体的内容は明確でない
が、私生活が他人によってのぞき見されないこと、私事
が他人の表現行為によって公開されないこと、人に誤
認を生ずるような事柄を公開されないこと、あるいは私
事を営利的に利用されないことなどが、その権利の内
容をなす。

 わが国では、「宴のあと」事件の第一審判決において、
初めてプライバシーの侵害が民法上の不法行為を構
成することが認められた。

4

 

プライバシーについて、「新しい権利であるだけにその具体的内容は明確でないが」と

いう記載があります。 
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 放っておいてもらう権利

１８８４ コダックによるインスタント写真の技術

１８９０ ウォーレン、ブランダイス 「プライバシーの権利」

「新聞雑誌は、あらゆる方面において、たしなみと分別の明
白な限界を踏み外しつつある」

批判：プライバシーが何を意味するかほとんど何も情報を
与えてくれない。どのような場合に私たちは放っておいても
らうべきか知ることができない。

5

 

また、ダニエル・ソローヴさんという方が書かれた「プライバシーの新理論』という、

世界中のプライバシーについての議論が紹介されている本があります。ここにある

「放っておいてもらう権利」という権利について、写真という技術によって新しく、

人の写真を撮るパパラッチが登場してしまったということです。それまでは人の顔や

姿、行動の様子をあらわにされる機会は少なかったのですが、そういうことをされな

い、「放っておいてもらう権利」という見方があります。 
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 自己への限定アクセス

１８９０ころ ゴッドキン「自分自身の私事を自己にとどめてお
き、どの程度公共的な観察や議論の主題とするか自己決定
する権利」

オブライエン

個人のコントロール／存在状態

ゲイヴィソン

静穏状態と秘匿化（秘密性、匿名性）

「情報の収集・蓄積・コンピュータ化」はプライバシー侵害

6

 

また、「自己への限定アクセス」という構成もあるようで、自分自身の、ここは私事な

のです。家の中のこと、家族のことのような「私事を自己にとどめておき、どの程度

公共的な観察や議論の主題とするか自己決定する権利」というものもあります。 
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 秘密 情報の秘匿化 選択的開示

１９８１ ポズナー

自己自身の面目を失わせる諸事実を秘匿する権利

「プライバシーは自己利益に基づく経済的行動の一形態」

「彼らは、他者が自分の不利になるように用いるかもしれ
ない自己に関する情報を秘匿化する権力を求めている」

7

 

それから、ポズナーは私が一番、影響を受けている人です。例えば、女性と付き合っ

ていたり、お金を持っていたりというのも、場合によっては社会的評価の低下にもつ

ながります。ですから、それで広々と「自己自身の面目を失わせる諸事実を秘匿する

権利」で、例によってポズナーですから、「プライバシーは自己利益に基づく経済的行

動の一形態」というような概念もあります。 
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 親密性 Intimacy

１９７０ フリード 「プライバシーは私たちが友情や愛に
費やす道徳的資本を追究する」

リーマンの批判

単に私たちの身体への特別なアクセスがあるという事
実が性的な親密性を定義しないという例・・・もしそうだ
としたら、医師が私たちの生殖器を検査した場合、ここ
に親密性が存在することになる。

8

 

また、インティマシー（Intimacy）、すなわち親密性をプライバシーの根幹に置くこと

です。要するに、プライバシーの根幹には、私と誰とのあいだだけの秘密、という親

密性があって、そういうものがプライバシーではないかと思います。 

 今までいくつか紹介したプライバシーに加えて、もう一つ、医師や弁護士の守秘義

務などのプロフェッショナルコンフィデンシャリティー（Professional Confidentiality）

というものがあるではないですか。弁護士ですので、例えば本を書こうにも、自分の

ところへ来た相談や、日々あったことを症例発表もできないですし、ずっと墓場まで

持っていくのだなと思っていることもたくさんあるわけです。しかし、歴史的な経緯

として、プライバシー保護ということと、それからパーソナル・データ・プロテクシ

ョン、個人情報保護というのが、正直私の中でうまく整理できていない部分がありま

す。それから情報倫理を語るときも、基本原理がどのへんに、どういうかたちでコン

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=9310430be00a22cbJmltdHM9MTcyNDgwMzIwMCZpZ3VpZD0xYTdjMjYxNi0xZjU5LTZkODktMDhmZi0zMjQyMWVlZTZjN2YmaW5zaWQ9NTI4MQ&ptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=1a7c2616-1f59-6d89-08ff-32421eee6c7f&psq=professional+confidentiality&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cubmNiaS5ubG0ubmloLmdvdi9wbWMvYXJ0aWNsZXMvUE1DMzkzMDIzMy8&ntb=1
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センサスになっているかが、見えない部分があるかなというようなことから、一つ目

の話題提供は、プライバシーとはなんだろう、それから個人情報とプライバシーはど

ういうふうに違うのだろう、ということです。  


